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二セ警察詐欺

　　　　　　　　三木警察署だより　      問問☎82－0110
　      

2026.419 三木市役所・〒673－0492 上の丸町10-30・☎82－2000　吉川支所・〒673－1192 吉川町大沢412・☎72－0180　【開庁時間】平日午前8時30分～午後5時

「あなたの口座が犯罪に使われている」
「あなたの携帯電話が不正に契約された」
ニセ警察官は、さまざまな理由をつけてお金
をだましとります。

「あなたは逮捕される」
「資産を保護する」「口座を捜査する」
不安を煽ったり、偽の警察手帳や逮捕状を見
せてくることもあります。

「携帯電話の未納料金がある」などと電話会社
を装ったり、SNSやビデオ通話の連絡に移行
するケースもあります。

こんな電話は全て詐欺です
・心当たりのない国際電話（+から始まる番号）
からの着信
・LINEの「ビデオ通話」で取り調べ
・「逮捕状が出ている」と言われた
・ 「この話を人に言えば秘密の漏洩になる」など
と言われた
・お金の送金を求められた
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　消費生活センターでは、生活における商品やサービスに関する事業者との契約トラブルについて、
市民からの相談を消費生活相談員がお受けし、解決に向けた助言や情報提供などを行っています。

毎月掲載している「消費生活相談事例」では、実際にあった事例を紹介していますが、解決方法
はそれぞれの状況によって異なります。トラブルに遭わないための参考にしてください。

契約や商品に関するトラブルや多重債務に関することは 消費生活相談へ
日時  月・火・木・金曜（第2木曜と祝日を除く）　午前9時～正午、午後0時45分～4時
場所 市役所  2階消費生活センター （窓口で相談する場合は事前に電話で問い合わせ
　　　てください。電話でも相談できます）

消 費 生 活 相 談
  ■ 消費者トラブルで困っていませんか？   　　　　　  問（市）生活安全課 　　 

よくある相談事例
・ 通販のお試しで1回購入しただけの商品が何
度も届く
・ 訪問者に家の点検をしてもらい、高額の工事
を契約してしまった
・ 「あなたの携帯が使えなくなります」などの不審
なメールが届き、個人情報を知らせてしまった
・ 警察官を名乗り、「口座を凍結するので指定口
座へ移せ」と言われて、お金をだまし取られた

相談するときは
・ トラブルに遭った本人または、詳しく説明で
きる人が相談してください。
・ 相談前に契約書類などの関係書類をできる
だけ整理して持参してください。
・ お聞きした情報などは、相談処理の目的以外
には利用しません。
・ 消費生活に関するもの以外は相談できません。
（人間関係、労働問題、事業者からの相談など）

▲身近な相談事例は
　こちらから

に注意

少しでも怪しいと思ったら相談を！
○三木警察署(☎82－0110）
○警察相談専用電話（☎＃9110）

●ごみ収集・持込み受付
　 　ゴールデンウィーク中は土日を除き、通常ど
おり定期収集および持込み受付を行います。
　 　なお、吉川クリーンセンターでは可燃ごみ、
剪定枝、畳、ソファ、スプリング入りのマットレ
スの持込みはできません。
　 ▶日時 4月29日㈬～5月1日㈮、
　　　　　5月4日㈪～6日㈬　
　　　　　午前8時30分～11時30分、
　　　　　午後1時～3時30分
問 (市)清掃センター　☎83－2608
●し尿収集
　  　土日および４月29日㈬、５月4日㈪～６日㈬
　は収集を行いません。便槽貯留量を確認し、早
　めに申し込んでください。　
問 クリーンセンター　☎83－2212

連休中のごみ・し尿収集に関する
注意事項

　スマートフォンを便利に利用したい方のための
スマホ教室を開催しています。
▶ 日程 4月  6日㈪、 7日㈫、13日㈪、14日㈫、
　　　　　  20日㈪、21日㈫、27日㈪、28日㈫
　　　　5月11日㈪、12日㈫、18日㈪、19日㈫、
　　　　　 25日㈪、26日㈫

時　　間 講座内容

午前11時～11時45分 あなたのスマホお悩み相談会

午後0時15分～1時 Androidの使い方（入門編）

午後2時～2時45分 Androidの使い方（基礎編）

午後3時15分～4時 Androidの使い方（応用編）

▶ 場所　イオン三木店
▶ 定員 各講座先着3名　　　　　　
▶申込方法　電話で申し込んでください。
　☎0800－111－9442（午前9時～午後5時）
問  (市)デジタル推進課

スマホなんでもサポート号

　加佐、平田、別所町近藤、志染町中自由が丘1丁
目の各一部の地域で、新たに下水道の供用を開始
します。
問 (市)下水道課

下水道の供用区域を拡大

　供用開始区域で、浄化槽やくみ取りのトイレを使
用している家庭は、し尿と生活排水を公共下水道に
放流できるよう、すみやかに排水設備工事の実施
をお願いします。
　また、農業集落排水区域の未接続家庭も農業集
落排水への接続をお願いします。
問 (市)下水道課

下水道への接続のお願い

ホームページ▶

　市ホームページでお店や会社をPRしませんか。
掲載期間に応じて料金は割安になります。
▶広告サイズ　170×60ピクセル
▶掲載料金
　・1カ月10,000円～
　・6カ月57,000円～
　・12カ月108,000円～
詳しくは市ホームページをご覧ください。
問 (市）秘書広報課 

▲詳細はこちら

170×60ピクセル

　・12カ月108,000円～
詳しくは市ホームページをご覧ください。

▲詳細はこちら

市ホームページのバナー広告募集


